
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
二
百
十
二
号

無
線
従
事
者
規
則
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
八
年

郵
政
省
告
示
第
百
五
十
五
号
（
無
線
従
事
者
の
養
成
課
程
の
授
業
に
適
し
た
標
準
教
科
書
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
二
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

「

第
三
級
ア
マ
チ
ュ

無
線
工
学

第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
用
ア
マ

平
成
二
十
四
年

東
京
都
豊
島
区

ア
無
線
技
士

チ
ュ
ア
無
線
教
科
書

一
月
十
五
日

巣
鴨
三
丁
目
三

法
規

十
六
番
六
号
一

表
中

般
財
団
法
人
日

第
四
級
ア
マ
チ
ュ

無
線
工
学

第
四
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
用
ア
マ

本
ア
マ
チ
ュ
ア

ア
無
線
技
士

チ
ュ
ア
無
線
教
科
書

無
線
振
興
協
会

法
規

「



二
頁

第
二
級
ア
マ
チ
ュ

無
線
工
学

第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
用
ア
マ

平
成
二
十
七
年

東
京
都
豊
島
区

ア
無
線
技
士

チ
ュ
ア
無
線
教
科
書

六
月
一
日

巣
鴨
三
丁
目
三

法
規

十
六
番
六
号
一

般
財
団
法
人
日

第
三
級
ア
マ
チ
ュ

無
線
工
学

第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
用
ア
マ

平
成
二
十
四
年

本
ア
マ
チ
ュ
ア

を

ア
無
線
技
士

チ
ュ
ア
無
線
教
科
書

一
月
十
五
日

無
線
振
興
協
会

法
規

第
四
級
ア
マ
チ
ュ

無
線
工
学

第
四
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
用
ア
マ

」

ア
無
線
技
士

チ
ュ
ア
無
線
教
科
書

法
規



三
頁

に
改
め
る
。

」


